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重 点 事 項



地域生活定着支援事業の推進について

(1)事業の趣旨及び概要

○ 矯正施設 (刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院)退所者のうち、高齢又は障害を

有する人については、福祉的な支援が必要であるにもかかわらず、過去に必要 とする

福祉サービス等を受けてきていない人が少なくなく、親族等の受入先を得 られ ないま

ま矯正施設を退所する高齢者、障害者も数多 く存在することが明らかになっている。

○ このため、平成 21年度から、「地域生活定着支援事業」を実施 し、矯正施設 に入

所中の段階から、福祉サービス等につなげる支援を実施する「地域生活定着支援セン

ター」を各都道府県に整備している。

○ 本センターは、①矯正施設の入所者を対象として、受入先となる社会福祉施設等の

あつせんや福祉サービスの申請支援等を行うコーディネー ト業務、②上記のあつせん

により矯正施設退所者を受け入れた施設等に対して、処遇上の助言等を行うフォロー

アップ業務、③矯正施設から退所した人の福祉サービス等の利用に関して、本人又は

その関係者からの相談に応じて、助言その他必要な支援を行う相談支援業務を行 うこ

とを事業としている。

(2)「地域生活定着支援センター」の整備状況
○ 平成 23年 2月 末時点において、47都道府県のうち、38道府県において、セン

ターが設置されている。

(セ ンター設置済みの自治体)

北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、神奈川県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、二重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県

○ 矯正施設所在地及び矯正施設退所者の帰住地は、全国に分布するため、本センター

が、その役割を果たすためには、全都道府県に設置し、全国的なネットワークを築き、
対応する必要がある。現在未設置の都県におかれては、平成 23年度中の設置に努め

られたい。

○ また、本センターが矯正施設退所者に対 して円滑かつ効果的な支援を行 うためには、

矯正施設、保護観察所はもとより、社会福祉施設、市町村、福祉事務所等、地域の関

係機関・団体の理解 と協力を得て、緊密に連携する必要がある。センターを設置 した

自治体におかれてし 事業の広報啓発やセンターのネットワークの構築等についても、
御配意いただきたい。

(3)補助金の交付額

本事業は、「セーフティネ ッ ト支援対策等事業費補助金」のメニュー事業の一つ と

して実施する。
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ア 補助基準額

センター 1か所当た り、 1700万 円以内を基本 とする。

イ 補助率

10ノ //10

(参考 1)

地域生活定着支援事業実施要領

1 目的

本事業は、高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要 とする矯正

施設 (以下、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院を指す。)退所予定者について、

本人が矯正施設入所中から退所後直ちに福祉サービス等 (障害者手帳の発給、社会

福祉施設への入所など)につなげるための準備を、各都道府県の保護観察所 と協働

して進める地域生活定着支援センター (以 下 「センター」とい う。)を都道府県に

設置することにより、司法と福祉が連携 して、矯正施設退所者の社会復帰を支援 し、

再犯防止対策に資することを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県とする。

ただし、事業に必要な設備を備え、適切な運営が確保できると認められる民間団

体等 (社会福祉法人、NPO法 人等)に、事業の全部又は一部を委託することがで

きる。

3 事業内容

事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1)セ ンターの設置

ア 設置か所数

センターは、保護観察所、矯正施設所在地を配慮 し、原則 として都道府県に

各 1か所 とする。

イ 名称

センターの名称は、「地域生活定着支援センター」とする。

なお、やむを得ず他の名称を使 う場合については、その名称の中に 「地域生

活定着支援センター」の文字を含むこととする。

(2)セ ンターの事業内容

センターは、各都道府県の保護観察所 と連携 して、①退所後に必要な福祉サー

ビス等ニーズの把握、帰住予定地のセンターとの連絡等の事前調整を行 う、矯正

施設所在地において果たす役割 と、②退所予定者の福祉サービス等利用の受入調

整を行 う帰住予定地において果たす役害1の 2つの役割を併せ持つものとし、次の

事業を行 う。

ア 保護観察所からの依頼を受けて、保護観察所 と共に矯正施設内で対象者 と面

接 し、退所後に必要 となる福祉サービス等の間き取 りを行 う。

イ 帰住予定地が対象者の矯正施設 と同一の都道府県内である場合は、必要 とな

る福祉サービス等 (※ )の 申請の事前準備を支援するとともに、地域における
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福祉のネ ッ トワークと連携 し、グループホーム、ケアホームや社会福祉施設 な

ど退所後の受入先を探す。

なお、他の都道府県のセンターから当該都道府県内に帰住予定の対象者力れヽ

る旨の連絡が入つた場合も同様 とする。

ウ 帰住予定地が他の都道府県である場合は、当該他の都道府県のセンターに連

絡 し、対応を依頼する。
工 保護観察所からの依頼に基づき、対象者が退所 した後に円滑に福祉サービス

等を受けられるようにするための調整に関す る計画 (福祉サービス等調整計画 )

を作成 して保護観察所に提出する。

オ センター、保護観察所、受入先 となる関係機関等による連絡協議会等にお い

て、情報交換、対象者の退所後の生活についての検討を行 うなど、恒常的な連

携が確保できるよう努める。

力 情報発信

センターは、本事業について、地域住民の理解が得 られるよう普及啓発に努

める。

(※)主な福祉サービス等

〔高齢者〕

老齢年金等、生活福祉資金、介護保険制度、医療保険制度 等

〔障害者〕

障害年金等、生活福祉資金、障害者手帳、障害保健福祉制度、

医療保険制度 等

(3)実施体制

ア 職員の配置

センターの職員は 4名 の配置を基本 とし、社会福祉士、精神保健福祉士等 の

資格を有する者又はこれ らと同等に業務を行 うことが可能であると認められ る

職員を 1名 以上配置する。

イ センターの開所 日

原則、週 5日 以上、 1日 8時間、週 40時間の開所を目安 とする。

4 対象者

(1)高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要 とする矯正施設退 所
予定者。        υ

(2)入所中にセンターが相談に応 じた矯正施設退所者等で、センターが福祉的な支

援を必要とすると認めるもの。

5 実施上の留意事項

秘密の保持 (利用者の個人情報の取扱 )

本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとと

もに、業務上知 り得た個人情報は、業務 目的以外で他に漏 らしてはならないこと。
特に利用者の個人情報を入手する場合には、支援のために関係機関へ個人情報の提

供がありうる旨を説明した上で、利用者の了承を得ておくものとする。
また、利用者の同意が得 られない場合等は、利用者 と十分相談の上、情報を取 り

扱 うこと。
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(参考 2)関連通知

○刑事施設、少年院及び保護観察所 と地方公共団体、公共の衛生福祉に関する機関等

との連携の確保について (平成 21年 4月 1日 付法務省保観第 206号 、社援発第

0401019号 )

○ 「地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針」について (平成 21年
5月 27日 付社援総発第 0527001号 )

(参考 3)政府の対応

○ 「経済財政改革の基本方針 2008」 (骨太 2008)
「再犯防止の観点から、地域社会・民間企業の協力や社会福祉 との連携等を図 り

つつ、矯正施設及び社会内における処遇の充実や出所者等の社会復帰支援を効率的

に実施する。」

○ 「刑務所出所者等の社会復帰支援 (中 間まとめ)」 (刑務所出所者等の社会復帰支援

に関する関係省庁連絡会議 (平成 20年 9月 10日 ))

「刑務所等 と、自治体、社会福祉法人等の実施する福祉サー ビスをつなぐための

新たな仕組みを構築」

○ 「犯罪に強い社会の実現のための行動計画 2008」 (犯罪対策閣僚会議 (平成

20年112月 22日 ))

「高齢 。障害等により、自立が困難な刑務所出所者等が出所後直ちに福祉サー ビ

スを受けられるようにするため、刑務所等の社会福祉士等を活用 した相談支援体制

を整備するとともに、「地域生活定着支援センター (仮称 )」 を都道府県の圏域ごと

に 1か所設置 し、各都道府県の保護観察所 と協働 して、社会復帰を支援する。」
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地域生活定着支援センターの概要

矯正施設退所後直ちに福祉サービス(障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など)につなげるための準
備を、各都道府県の保護観察所と協働して進めるため、地域生活定着支援センターを、各都道府県に設置する。
地域生活定着支援センターは、保護観察所と連携して、①退所後に必要な福祉サービス等のニーズ把握、帰

住予定地の地域生活定着支援センターとの連絡等の事前調整を行う役割 (矯正施設所在地において果たす役
割)と、②退所予定者の福祉サービス利用の受入先調整を行う役割(帰住予定地において果たす役割)の 2つの
役割を併せ持つ。

厚生労働省

ｌ

ｏ
ｌ

甫助](更三1額 )

①事前調整

(保護観察所と連

<A県地域生活定着支援セ
※実施主体 :都道府県(社会福祉

法人、NPO法人等に運営委託可)

連絡・調整

(A県刑務所に入所中の者がB県

内に帰住を希望する場合)

平成23年度予算案
セーフティネット支援対策等事業
費補助金200億円の内数

01か所当たり事業費 1′ 700万円
(12か月分の所要額)

県1内1市1町
‐
村

<B県地域生活定着支援センター>



―

い
―

地域生活定着支援センターの事業の概要

端出舗 蘇豪轟逃罪馨る」霧

翔 1碁轟轟
=1員

欄

`華

受入れ先施設等に対する本人の処遇、福祉サービス等の利用に

関する助言

フオローアップ業務
(あつせんした施設等へのアフターケア)

関係機関等との連携

〇ケース会議、合同支援会議等の開催

個々の利用者に対する支援を円滑かつ効果的に実施

するため、必要に応じて、関係機関等の参加を求め、

ケース会議、合同支援会議等の会議を開催する。

○連絡協議会への参加

業務を行うために必要な情報を交換し、関係機関等と

の連携の強化を図るため、保護観察所が開催する連絡

協議会に参加する。

○その他日常的な連携

上記のほか、業務の円滑かつ効果的な遂行のため、平

素から、関係機関等との連携を密に保ち、社会資源の開

拓等に努める。

数
講
Ｆ
拶

脩

・受入れ先施設等の確保
のための調整
・福祉サービス等の申請
支援等

本人との面接
・通信の実施

福祉サービス等

調整計画の作成

ご憲」僧蕊野酬

ヒ縦:【抒 賢

コーディネート業務
(保護観察所の生活環境調整

^の
協力)

‐
主な支援対象 (特別調整対象者 )

矯正施設に入所中であり、以下のすべての要件を満たす人
¬ 高齢 (おおむね65歳 以上)又は障害を有すると認められること
2矯正施設退所後の適当な住居がないこと
3矯正施設退所後に福祉サービス等を受けることが必要と認められること
4円滑な社会復帰のために、特別調整の対象とすることが相当と認められ
ること
5特別調整の対象となることを希望していること
6特別調整の実施のために必要な範囲内で、個人情報を公共の保健福祉
に関する機関等に提供することに同意していること

・本人に対する支援作業計画

を作成
・作成した計画は、保護観察
所に提出

本人が他の都道府県への帰住を希
望している場合は、他のセンターに

必要な対応を依頼

※

″
口́"―由―‐―ロロロ

、
日本人の意思等の確

:認
‐`曖ロロロローロ‐―

`J

相談支援業務
(矯正施設を退所した人に係る福祉的な助言等)

・本人又は関係機関等に対する助言
・福祉サービス等の利用支援等



2 ひきこもり対策推進事業の推進について

(1)事業の趣旨及び概要
○ ひきこもり施策に係る新たな取組として、平成 21年度から、「ひきこもり対策推

進事業」を実施し、ひきこもりに特化した専門相談窓口としての機能を有する「ひき

こもり地域支援センター」を各都道府県 。指定都市に整備している。

○ 本センターは、ひきこもり状態にある本人や家族が、地域の中でまずどこに相談し

たらよいかを明確にすることによつて、より支援に結びつきやすくすることを目的と

したものであり、本センターに配置される「ひきこもり支援コーディネーター」を中

心に、電話 。来所・訪問等による相談に応じるとともに、地域における関係機関 との

ネットワークの構築や、ひきこもり対策に関する情報を広く提供する役割を担うもの

である。

(2)「ひきこもり地域支援センター」の整備状況

○ 平成 23年 2月 末時点において、全国の都道府県・指定都市の うち、 28の 自治体

において、「ひきこもり地域支援センタ‐」が設置 されている。また、このほか独 自

のひきこもり専用の相談窓口を設置 している自治体もある。

(セ ンター設置済みの自治体 )

北海道、岩手県、山形県、東京都、

京都府、大阪府、和歌山県、鳥取県、

鹿児島県、横浜市、浜松市、大阪市、

福岡市

神奈川県、石川県、長野県、愛知県、滋賀 県、

山口県、徳島県、高知県、福岡県、大分県 、

堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、

○ ひきこもり対策の充実を図るためには、ひきこもりに特化 した相談窓口が必要 であ

ると考えてお り、窓口を設置 していない自治体におかれては、本事業を活用し、本セ

ンターを整備することについて、積極的な御検討・御協力をお願いしたい∩

(3)アウ トリーチの充実について

○ 平成 22年 5月 に公表 された 「ひきこもりの評価・支援に関するガイ ドライン」に

おいて、家庭訪間を中心とするアウ トリーチ型の支援が有効な支援法 とされたこ とか

ら、平成 23年度予算 (案)において、アウ トリーチの充実のため、事業費を増額す

ることとしたので、積極的な訪問支援の実施について、御配煮願いたい∩

(4)補助金の交付額

本事業は、「セーフティネ ッ ト支援対策等事業費補助金」のメニュー事業の一つ と

して実施する (ひきこもり対策担当部局が別部局の場合は、本件の周知等についてお

願いしたい。)。

ア 補助基準額 (調整中)

・児童期又は成人期のセンター 1か所当た り、 1000万 円以内 (補助額 500万
円以内)を基本 とする。
・児童期・成人期を兼ねるセンターについては、ひきこもり支援コーディネー ター

を4名 以上 (専門職 2名 以上)配置する場合は、 2000万 円以内 (補助額 100
0万 円以内)と する。ひきこもり支援コーディネーターを 2名 以上 4名未満で実施

する場合は、 1000万 円以内 (補助額 500万 円以内)。
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※ 平成 23年度において、専門職 1名 分の経費を増額。

イ 補助率

1/2

(5)その他
「ひきこもり地域支援センター」の職員等による相談業務に資することを目的とし

て、ひきこもりに関する相談支援対応の事例集を作成中である。

おって、各都道府県・指定都市のひきこもり対策担当課あてに送付することとして

いる。

(参考 1)

ひきこもり対策推進事業実施要領

1 目的

本事業は、ひきこもり対策を推進するための体制を整備 し、ひきこもり本人や家

族等を支援することにより、ひきこもり本人の自立を推進 し、本人及び家族等の福

祉の増進を図ることを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県及び指定都市とする。

ただし、事業に必要な設備を備え、適切な運営が確保できると認められる民間団

体等 (社会福祉法人、NPO法 人等)に、事業の全部又は一部を委託することがで

きる。

3 事業内容

事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1)セ ンターの設置

ア 設置か所数

センターは、都道府県及び指定都市に原則各 2か所設置 し、児童期 。成人期

に応 じた適切な相談等の支援が行える体制を整備する。

なお、か所数は、児童期 1か所、成人期 1か所の計 2か所を基本 とするが、

地域の実情に応 じて、 1のセンターで児童期・成人期を兼ねることは差 し支え

ない。

イ 名称

センターの名称は、「ひきこもり地域支援センター」 とするなど、ひきこも

り対策の実施機関であることがわかるものとする。

(2)セ ンターの事業内容

ア ひきこもり本人又は家族等 (以下 「対象者」 とい う)からの相談

対象者からの電話、来所等による相談に応 じ、適切な助言を行 うとともに、

家庭訪間を中心 とするアウ トリーチ型の支援を行 うものとする。

また、対象者の相談内容等に応 じて、医療 0保健・福祉・教育・労働等の適

切な関係機関へつなぎ、当該機関と情報交換を行 うなど、対象者の支援の状況

把握に努めるとともに、適切な支援方法について検討を行 うものとする。

イ 連絡協議会の設置

対象者の相談内容等に応 じた適切な支援を行 うことができるよう、医療 。保
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健・福祉・教育・労働等の関係機関からなる連絡協議会を設置し、情報交換等

各機関間で恒常的な連携が確保できるよう努める。

なお、関係機関からなる既存の連絡協議会等を活用することは差 し支えない。

ウ 情報発信

リーフレットの作成等により、ひきこもりに関する普及啓発を図るとともに、

センター利用及び地域の関係機関・関係事業に係る広報 。周知を行 うなど、ひ

きこもり対策に係る情報発信に努める。
工 その他のひきこもり対策推進事業

上記アからウまでの事業以外でひきこもり対策の推進を目的とした事業を実

施する。

(3)実施体制

ア ひきこもり支援コーディネーターの配置
センター 1か所当た り、原則、ひきこもり支援コーディネーターを 2名 以上

配置するものとし、この うち専門職を 1名 以上配置するものとする。専門職 は、

社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の資格を有する者 とする。ただし、こ

れによりがたい場合はこれ らと同等に相談等業務を行 うことのできる者 とす

る。

イ センターの開所 日

原則、週 5日 以上、1日 8時間、週 40時間を目安 として開所することとし、

相談等ができる体制をとる。

4 対象者

(1)児童期の 「センター」の対象者

原則、ひきこもり本人が 18歳未満の対象者 とする。

(2)成人期の 「センター」の対象者

原則、ひきこもり本人が 18歳以上の対象者 とする。

5 実施上の留意事項

(1)秘密の保持 (利用者の個人情報の取扱 )

本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮すると

ともに、業務上知 り得た個人情報は、業務 目的以外で他に漏 らしてはならないこ

と。特に利用者の個人情報を入手する場合には、支援のために関係機関へ個人情

報の提供がありうる旨を説明 した上で、利用者の了承を得ておくものとする。

また、利用者の同意が得 られない場合等は、利用者 と十分相談の上、情報を取

り扱 うこと。

(2)セ ンター間の連携

児童期のセンター及び成人期のセンターの間の連携についても、利用者の継続

的な事業利用が円滑に行われるよう特に留意すること。

(参考 2)
「子 ども・若者育成支援推進法 (平成 21年法律第 71号)」 (平成 22年 4月 施行)は、

教育、福祉、雇用など各関連分野にわたる施策を総合的に推進するとともに、ニー ト、ひ

きこもりといった困難を抱える若者への支援を行 うための地域ネッ トワークづ くりの推進

を図る内容 としている。本事業の 「ひきこもり地域支援センター」は、その地域ネ ットワ

ークを構成する機関とされている。
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(参考 3)
「ひきこもりの評価・支援に関するガイ ドライン」

厚生労働科学研究 「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握 と精神医学

的治療・援助システムの構築に関す る研究」 (研究代表者 齊藤万比古 )
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ひきこもり地域支援センターの概要

各都道府県目指定都市に、ひきこもり本人
や家族等からの相談等の支援を行う「ひき
こもり地域支援センター』を整備。

0「ひきこもり支援コーディネーター(社会福祉士、精神保健福祉士等)」を置き、次の事業を行う。

①第1次相談窓ロ

―

〓

―

②他の関係機関との連携

③情報発信

ひきこもり本人、家族等からの電話口来所・訪問等による相談に応じるとともに、
対象者の状態に応じて、医療・教育・労働口福祉などの適切な関係機関へつなげる。
また、家族等からの要請等により、巡回訪問などアウトリーチの拡大を図る。

対象者の状態に応じた適切な支援を行うため、関係機関からなる連絡協議会を
設置し、情報交換等各機関間で恒常的な連携を図る。

リーフレットの作成等により、ひきこもり問題に対する普及啓発を図るとともに、
地域におけるひきこもりに係る関係機関口事業紹介などの情報発信を行う。

課題
①ひきこもり本人や家族が十分に相談できずにいるのではないか。
②関係機関のネットワークが十分に形成されていないのではないか。

人や家族にひきこもり の情報が届いていないのではないか。

ひきこもり地域支援センターの概念図

注)実施主体 :都道府県口指定都市 (運営委託可)

(注)1か所当たり事業費1,000万円程度 (調整中)

補助率1/2



3 災害対策等について

(1)防 災態勢の強化 について

昨年 は、平成 22年 梅 雨前線 による大雨 (6月 下旬～ 7月 中旬)、 鹿児 島

県奄美地方 にお ける大雨 (10月 下旬 )と い った大規模 な水害が発生 し、多

数 の住家 と尊 い人命 が失 われ た。

今冬 は、平成 18年 豪雪以来 の大雪 に よる人 的被害が各地 で発生 してお り、

また、本年 1月 下旬 には霧 島山 (新燃 岳)において噴火活動 が活発化 し、周

辺地域 に降灰 等 の被 害が生 じてい るところであ る。

わが国は気候 、風 土の変化 に富み、それ だけに 自然 の猛威 を受 けやす い地

理 的気象的諸条件 を もつてお り、いつ どこで も自然災害は起 こ りうる とい う

こ とを改 めて認 識 させ られ た ところである。

特 に近年発 生 してい る記録 的 な局地的豪 雨は、予測 が困難 である一方 、極

めて短時間の うちに多 くの住家被 害 と犠牲者 を生 じさせ るおそれがあ る こ と

か ら(注意 が必 要である。

従前 よ り、 「大規模 災害 にお ける応急救助 の指針 について」 (平 成 9年 6

月 30日 付 け厚 生省社会・援護 局保護課長通知 )等 を示 し、地域 の実 情 に即

した救助 の実施 体制 を整備す る とともに、災害が発生 した場合 には迅 速 かつ

的確 な救助 の実施 に努 めるよ う、要請 してい る ところであるが、 よ リー 層 の

防災態勢 の強化 をお願 い したい。

(2)災 害救助法 の運用 につ いて

ア 都道府県における体制整備

都道府 県 は、災害救助法 (以 下 「法 Jと い う。 )の 実施 主体 であ∠型壷金、

災害発生の際には、迅速な対応が求められるところであり、特に大」謹皇災

害が発生 した場合 には、管 内市町村へ の強い リー ダー シ ップを発に

とが求 め られ る。

このため、次 の事項 に留意 しつつ、平常時 よ り職員 の参集体制 の 確 保や

関係部局 との役割分担 について調整 を行 うとともに、市町村 との連 絡 体制

を十分 に構築 され た上、法適用や応急救助 の実施等 に際 し、迅速 か つ 円滑
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な対応 を行 われ たい。

(ア )法適用 の判 断

法適用 の決定 については、その後 の応急救助 の実施 に影響 を及 ぼ す も

のであるこ とか ら、法所 管課 においては、法 の趣 旨、適用基準の考 え方

について十分理解 し、知事等 が適切 に判 断で きるよ う報告 を行 うな ど、

迅速 かつ十分 な対応 を図 られ たい。

また、法 の適用基準 については、法施行令第 1条第 1項 に定めて お り、

基本的 には、同項第 1号、第 2号及び第 3項前段 で、市町村又は都 道府

県の区域 内の人 口に応 じて適用の基準 となる滅失世帯数 を定 め、被 害住

家の数 で判 断す ることとなってい る。

しか しなが ら、 この滅 失世帯数 に達 しない場合 であって も、同項 第 3

号後段及び第 4号 に該当する場合、法を適用することが可能 となつてい

る。

壁に、回頭第 4号については、多数の住民の生命又は身体に危豊_を重 _

け又は受けるおそれが生 じた場合であって、

① 避難 して継続的な救助を必要としたり、

② 食品の給与又は救出に特殊な補給方法又は技術を必要とする場合

塗産適用することが可能 となつている。

このよ うに、法の適用判断に勝|して■ま、輩 書 住家の数だけでな く、

柔軟に適用できるよ うになってお り、迅速な応急救助の実施が可能であ

ることに留意 し、災害の状況が同項 の どの規 定に合致す るか十分給 計 の

うえ判 断 をお願 い したい。

(イ )被害状況 の迅速 な把握

被 害状 況 の把 握 につ い て は、法 の適 用判 断 の基礎 とな るのみ な らず 、

救助 の早期 実施や 、救助 の種類、その程度 、方法及 び期 間等 の決 定 に も

重大 な影響 を及 ぼす ものであ ることか ら、迅速 に行 う必要 がある。

このた め、平 常 時 よ り管 内市町村 の被 害状 況 の把 握方 法 につ い て確

認 してお くとともに、不備 と思われ る市町村 に対 しては適切 な助言 を行

われたい。

また、必 要 に応 じて担 当職員 の現地 派遣 を行 うな どに よ り、救 助 の

実施状況 の十分 な把握 と市町村への支援 を行 われ たい。

住 家 の被 害認 定 につ い て は、市町村 の 関係 職員 に とって建 築 関係 で

-13-



専門的 な知識 と視野 に基づ き処理 しなけれ ばな らない面 もあるこ とか ら、

予 め他 の地方公共団体 と人材 派遣 の協定 を結ぶ な ど、応援 、協力体制 を

整 えてお くよ う助言 をお願 い したい。

なお 、法 の適用 は生 道府 県知事 が行 うこ とか ら、指 定都 市及 び 中核

市に対tて も、他の市町村 と同様、密接に連絡を取 り、被害状況を把握

するよう努められたい。

法適用後 においては、被害状況、法に基づ く救助の実施状況を逐次

把握 し、情報提供を行 うよう市町村に依頼するとともに、都道府県から

災害救助・救援対策室 (以 下 「当室」 とい う。)に対 してもその内容に

ついて逐次情報提供 されたい。

法においては、救助に関す る事務の一部を市町村 に委任することが

できることとなっているが、都道府県におかれては、応急救助の実施主

体 として、市町村に委任 した事務について、常にその状況把握に努める

とともに、委任元 としての責任を持って市町村に対する助言を行 う等、

適切な事務の遂行に努められたい。

(ウ )大規模災害への準備

大規模災害時には避難所の長期化が予想 され ることか ら、避難所の

環境整備が重要 となる。

具体的には、

① 床に畳 0マ ッ ト・カーペ ッ トを敷 くこと

② プライバシー確保のために間仕切 り用パーテーション等を設ける

こと

③ 冷暖房機器や洗濯場を設置すること

④ 仮設 トイ レや簡易シャワー、仮設風 呂等を設置すること

等であり、これ らについて、備蓄又は関係事業者等 と協定を結ぶなど事

前準備を図 られたい。

また、法が 適用 された災害においては、これ らの環境整備のための

費用について、一般基準では対応できない場合には特別基準の設定が可

能であるので、市町村にもその旨十分に周知願いたい。

なお、避難所の早期解消を図るためには応急修理の迅速な実施や応

急仮設住宅の早期設置等が必要であることか ら、これ らの実施にあたつ

ては、以下の点に留意の うえ、各都道府県 と管内市町村の役割分担等に
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ついて事前 に調整 を行い、被 災者 の避難 所生活 か らの 円滑 な移行 が進 め

られ るよ う態勢整備 を図 ること。

○ 応急仮設住宅の建設 については、大 量 の設置 が必 要 とな る事態 に備

え、 あ らか じめ市 町村 と調整 を図 り、事 前 に建設 可能 な土地 を選 定

し、候補地 リス トを作成す るな ど準備 を され たい。

なお、災害 の規模 が著 しく大 きい場合等 には、迅 速な対応 を図 る観

点 か ら、発 災後 た だ ちに、おお よそ の見込数 を も つて応 急仮設 住 宅

を発 注 し、そ の後 、被 災住 民へ の意 向調 査 の結果 等 を踏 ま えな が ら、

設置計画 の修正 を行 うこ とも差 し支 えない。

また、応急仮設住宅 を供与す る際 には、応急仮設住宅 の建設 だ けで

はな く、 民 間賃貸 アパ ー ト等 を借 り上 げて対応 す るこ とも可能 で あ

るので 、被 災地域 の状 況や被 災者 の意 向 を勘案 し、適 切 に対応 され

たい。

災害発 生時 に速や かに応急仮設住宅 の設置 が行 え るよ う、災害 救助

対策 事 業 (後 述 )等 を活 用 した 、設 置 に関す る手 引き の作成 や 図‐上

訓練 の実施 等 に よ り、 あ らか じめ災 害発 生 時 の実 務手順 の明確 化や

事前準備等 に努 め られたい。

○ 住宅 の応急修理 につ いては、被 災者 が一 日も早 く住み慣れた住 家 に

戻 るた めに も速や かな実施 が求 め られ る。

この た め、委任 を受 け る市 町村 が迅 速 に取 り掛 かれ る よ う予 め応

急修 理 の実施 要領 等 を作成 し、市 町村職員 に研 修 等 で周知す る とと

もに、事 前 に工務 店等 の応 急修 理 を実施 す る事 業 者 を指 定 し、名 簿

を作成す るな どの準備 を され たい。

(工 )局 地的 な大雨について

近年 、局 地 的 な大 雨 が各 地 で観 測 され てい る。 この よ うな局 地 的大

雨は、急激 に天候 が変化 し、非常に強い雨が降 るため、降 った雨 が低い

場所ヘー気 に流れ込み、急 な河川 の増水や冠水 な ど、短時 間で も大 きな

被害 が発生す る とともに、狭いエ リアでの大雨のため、状況 の把握 が困

難 である。

一方 で法 に よる救助 は、災害発 生直後 の応 急 救助 を実施 す る もので

あ り、災害 に よ り現 に救助 を必要 とす る者 に対 して行 うもので あ るため、

法 に基づ く適切 な応急救助 を行 うた めには、 と りわけ迅速 な情報把 握 が

-15-



不可欠で あ る。

悪天候 時 に、最 新 の気象 情 報 を把握 し、周 辺 の河 川 や冠水危 険地 域

の状況等 につ いて、逐次情報収集 を行 うのは 当然 の こ と、平時 よ り危 険

地域 の把握 、被 害状況 の把握方法等 につ いて再点検 を行 い、災害の発 生

時には、 よ り迅速 な情報収集 と情報伝 達 が図 られ るよ う、十分な準備 を

お願 い したい。

また、都 道府 県 にお かれ て は 日頃 か ら管 内市 町村 との連携 に努 め る

とともに、災害発 生 のおそれ が生 じた場合 には、市町村 において住 民ヘ

の迅速かつ正確 な情報伝 達 が行われ るよ う体制 を強化す る等、市町村 と

連携 した適切 な応急救助 をお願 い したい。

(オ )災害救助基準 について

平成 23年 度 災害救助基準 について は、消費者物価指数等 の変動 を勘

案 し必要 な見直 しを行 う予定であ り、詳細 については事前 にお知 らせす

ることと してい るので、関係 す る規則 等 の見直 しに遺漏 のない よ うお願

い しソヒい。

①  一般基 準

法 に よる救助 については、 「災害救助法 に よる救助 の程度 、方 法及

び期 間並び に実費弁償 の基準」 (平成 12年 3月 31日 厚生省告示第

144号 )(以 下 「一般基準」 とい う。 )に 基づ き実施 され てい る とこ

ろであ る。

適切 な救助 の実施 にあた り、基本 とな るものであ るので、十分理解

され たい。

②  特別基準

法の救助 を実施す るにあたつては、基本 的 には一般基準で対応 す る

こ ととな るが 、個 々の災害 につい て一般 基 準 で対応 が 困難 な特別 な

事情が あ る場合 には、特別基準 を設 定す るこ とが可能 である。

なお 、特別 基 準の協議 (ま ず は電話 に よる協議 で可)に あたっては、

一般基 準 の期 限 内 に、協議 を行 う理 由 (被 災地 にお け る当該 救 助 の

具体 的 実施 状 況等 )を 都 道府 県 にお いて十 分把握 の うえ、 当室 に連

絡 され る よ うお願 い したい。特別 基 準 の再設 定 が必 要 とな る場 合 に

つい て も、 同様 に救助 の実施状況 を把握 の うえ 当室へ連絡 され たい。
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(参 考 )

第 1項

第 2項

法施行令第 9条

救助 の程度 、方法及 び期 間は、応急救助 に必要 な範囲内 にお

いて、厚生労働 大 臣が定 める基準 に従 い、 あ らか じめ、都 道府

県知事 が、 これ を定 める。

前項 の厚生労働 大 臣が定 める基準 に よって は救助 の適切 な実

施が困難 な場合 には、都道府県知事は、厚生労働大 臣に協議 し、

その同意 を得 た上 で、救助 の程度 、方法及び 期間 を定める こ と

がで きる。

イ 市町村へ の助言

法に よる応急救助 に係 わ る必要な対応 については、管内市 町村の状 況等

を十分把握 した上で、次 の事項 に留意 して適切 な助言 を行われたい。

(ア )被害・救助状況 の迅速 な報告

特 に特殊 な救助 の必要性や多数 の住 民の生命又 は身体に危害が及 ぶお

それ があ る場合 には、都 道府 県において法 の適用 を早急に検討す る必要

があるので、被害状況 を迅 速 に都道府 県へ報告 させ ることを徹底す るこ

と。

また、災害発 生後、混 乱 した状況下 において も被 災者のニーズが 的確

に把握 できる体制 を整 え る とともに、救助 の実施状況や必 要 な応援 等 に

ついて都道府 県へ迅速 な報告 を行 わせ るよ う徹底す ること。

(イ )参集・連絡体制 の強化

交通手段や連絡手段 の途絶 も想 定 した職員 の参集 体制や 関係機 関・施

設間の連絡体制 の確保 を徹底す るこ と。

(ウ )部局間の連携

法担 当部 局のみ な らず 、消防、保健 、住宅 な どの部局 との役割分 担及

び連携方法 を明確 にす るこ と。

(工 )地域 防災計画等 の点検

避難所 の設置場所及 び管理 、運営、備 蓄物資の保 管場所 及び品 日、数

量について、地震 、風水 害等各種 の災害 を想 定 しつつ 、市 町村地域 防災

計画及び関係諸規定 の点検 を図るこ と。

(オ )被災者 のニー ズに即 した避難所 の設置

応急救助 の実施 に際 し、指定 され た学校・集会施設 等の避難所で は対
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応 で きない高齢者や障害者等 、特別 の配慮 を必要 とす る避難者 について

は、社会福祉施設へ の緊急入所 に よる対応 を行 うとともに、必要 に応 じ

て、社会福祉施設 の空 きスペ ース等 を活用 して福祉避難所 (後 述 )を 開

設す るな どの対応 を行 われ たい。

また、公 的宿泊施設 、旅館及びホテル等 を避難所 と して借 り上 げて対

応す るこ とも可能で あるた め、 ご留意願 いたい。

なお、災害時 に迅速 に対応 で きるよ う、事前 に関係機 関・ 団体 と調整

してお くな ど体制 の整備 を図 る とともに、 こ うした対応 について、市町

村 に対 して も周知 を図 られ たい こ と。

(力 )救助事務 の委任           
・

法 においては、救助 に関す る事務 の一部 を市町村 に委任 す るこ とがで

きるこ ととなつてお り、実際 も、避難所 の設置や食 品の給与、災害 にか

かった者 の救 出等、 ほ とん どの救助業務 は市町村 に委任 して行 われ るこ

とが多い。

したが って、市町村 は災害救助 に関す る実務 を担 う重要 な組織 であ り、

法 に基づ く救助 が円滑 に行 われ るか ど うかは、市町村 の対応 に よる とこ

ろも大 きい。

このた め、都道府 県 におかれ て は、市町村 の災害救助担 当者に 対 して

災害救助対策事業 (後 述 )等 を利 用 した研修や図上訓練等 を実施 し、災

害救助業務 の実務 と運用 について一層 の周知 と対応 の強化 を図 られ たい。

(3)災 害時要援護者への対応 につ いて

ア 災害時要援護者への対応

高齢者 、障害者等 の災害時要援護者 の避難支援対策 の推進 について は、

災害 による人 的被 害 を軽減す る上で、喫緊の課題 となつてい る。

この よ うな認識 の下、政府 全体 として 「災害時要援護者 の避難支援 ガイ

ドライ ン」 (平成 18年 3月 改定)、 「災害時要援護者 対策 の進 め方 につ

いて」 (平成 19年 4月 )の と りま とめや 「自然災害 の 「犠牲者 ゼ ロ」 を

目指すた めの総合 プ ラン」 (平成 20年 4月 )において、避難支援 プ ラン

の全体計画 の策定等 、様 々な取 り組み を行 つてきた ところで ある。

しか し、 この よ うな政府 に よる取 り組 み の一方 で、 昨年 発 生 した 平成

22年 梅 雨前線 に よる大雨 では、各地 で水害・土砂 災害 が発 生 し、災害時
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要援護者 をは じめ多 くの方 々が被 災 してお り、都道府 県 にお かれ ては、市

町村 にお ける災害時要援護者 の避難支援対策 の一層 の強化 が図 られ るよ う、

災害時要援護者支援対策 について万全 の体制 で取 り組 まれ たい。

なお、昨年来 の災害対応 を踏 まえ、現在 、政府 において、 「災害時の避

難 に関す る専 門調査会」が設置 され てお り、現在 、災害時要援護者 の避難

のあ り方等 についての議論 がな され てい る ところであ るので留意願 いたい。

イ 福祉避難所 の設置・推進等

災害 の発 災後 、被 災者 は避難所等へ の避難 を強い られ る。 その際、特 に

高齢者 、障害者 、妊産婦、乳幼児 、病弱者等 にあって は、避難所 での生活

に支 障 をきたすおそれ が生 じるた め、避難所生活 において何 らかの特別 な

配慮 が必要 とな る。そのため、それ らの者 に対 して適切 なサー ビス を提供

す る避難所 として、福祉避難所 の設置 が求 め られ てい る ところで ある。

厚生労働省 としては、福祉避難所 の設置・活用 の促進 のた め 「福祉避難

所設置運営 に関す るガイ ドライ ン」 (平成 20年 6月 )を お示 しす る とと

もに、毎年 の全 国厚生労働 関係 部局長会議等 において周知等 に努 めてい る

ところで あるが、平成 22年 3月 末現在 、 1カ 所以上指 定済 の 自治体 の割

合 は 34.0%で あるハ

各都道府 県 におかれ ては、同ガイ ドライ ンを参考 として、 あ らた めて管

内市 町村 に対 して福祉 避 難 所 の一 層 の周 知 を図 る と ともに 、次 の事 項 につ

い て も留 意 しつ つ 、福祉 避 難 所 に対 す る理解 と事 前 指 定 の推 進 に 向 けた取

組 み をお願 い したいハ

なお、指定 に当たつては、福祉避難所 に適 した施設 と人材 の確保 につい

て、広域 的な視 点での調整 を図 りつつ、管内市町村へ の支援 を図 るよ うお

願 い したい。

○ 各市町村 にお ける災害時要援護者 の避難支援対策 の取 り組 み (避難支

援 プ ランの全体計画 の策定、個別計画 の策定、災害時要援護者名 簿 の整

備等 )と 併せ て、福祉避難所 の必要数等 についての把握 を行 うな ど、一

体的 な推進 を図 られ たい こ と。

○ 量的確保 のため、あ らか じめ適切 な施設 (具 体的 には、耐震 、耐火 、

鉄筋構 造 を備 え、物理的障壁 の除去 (バ リアフ リー化 )さ れ た施設 )の

指定や介助員等 の派遣の体制 について関係 団体 と協 定 を結ぶ な ど事前準
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(5)

給

旬

お

① 市町村災害救助関係職員研修会等

・ 研修会、連絡協議会

。 実務マニュアル等の作成 等

② 災害救助制度に関する啓発・広報の推進

・ リーフレッ ト (特 に福祉避難所に関す るもの)、 パ ンフレッ

ト等の作成

・ 災害ボランティアの育成

・ 災害時要援護者支援担当者研修・会議 等

③ その他災害救助法による応急救助の的確な実施に資する事業

・ 災害時の心のケア活動研修会

・ 図上副1練 の実施

・ 各種事項のマニュアルの作成 (発 災後 24時 間の対応、避難

所の運営、福祉避難所の支援、応急仮設住宅の設置、住宅の応

急修理の支援、仮設 トイ レの設置等)等

都道府 県等担 当職 員の研修

都道府 県及 び指定都 市 の実務担 当者 に対 しては、法及 び災害弔慰 金等 の支

に関す る法律 の適正かつ 円滑 な運用 を図 るため、全 国会議 の開催 を 5月 下

か ら 6月 上旬 にか けて予定 してい るので、職員派遣 について特段 の配慮 を

願 い したい。

(6)災 害 弔慰金等 につ いて

ア 災害 弔慰金及 び災害障害見舞金

災害 弔慰金及び災害障害見舞金 の支給 については、 自然災害 に起 因 しな

い場合 には、対象 とな らないので ご留意願 いたい。

また、市町村 において支給 の可否 の判 断が困難 な場合 には、必要 に応 じ

て有識者等 に よる審査会 を設 ける等 、認 定 については慎重 を期 され たい。

旅行先等 で被災 され た方 の支給認 定 については、 これ らの方 が居住 され

ていた市町村 が行 うこ ととな るが 、その際、被災 自治体か ら当該 自治体 に

対 して情報提供 を行 う等 、支給 に遺漏 が生 じない よ うご配慮願 いたい。

特 に、 2以 上の都道府 県 において災害救助法が適用 され た場合 には、同

一の災害 に よ り生 じた被害 で、法 が適用 され ていない市町村 にお ける被害
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イ 災害援護資金

災害援護資金 の貸付 に際 しては、 当該被 災者 に対 し、被災者生活再 建支

援制度 な ど生活再建 に活用 し得 る他制度 に関す る情報 の提供 にも留意 され

たい。

災害援護資金 の貸付 に当た っては、貸付 を受 けよ うとする者 の 申告 に基

づ き、市町村 において、その対象 とな る被 害 の認 定 を含 めて必要 な調 査 を

行 い、貸付対象 とす るこ とが適 当か を確認す るこ ととされてい る。

都道府県 においては、適切 な災害援護 資金 の貸付事務 が行 われ るよ う市

町村 に対す る十分 な助言 をお願 い したい。

なお、過去 において、居住 の事実がない に もかかわ らず、住民登録 地 で

被 災 し家財 が使用不能 になった として、 り災証 明書 を取得 し虚偽 の災 害援

護 資金 の 申請 を した詐欺未遂事件や 、別 人 を装 って り災証明書 を取得 し、

必要書類 を添付 して災害援護 資金 の貸付 を受 けた詐欺事件な どが発生 して

い るので、貸付 にあたっては十分留意願 いたい。

(7)武 力攻撃事態等における国民の保護のための措置 に関す る法律 (国 民 保護

法 )に つ いて

ア 国民保護救援基準の改定

平成 23年 度 国民保護救援基準 について は、災害救助基準 と整合性 を図

りなが ら改定作業 を行 う予定 であ り、詳細 については事前にお知 らせ す る

こ ととしてい るので ご留意願 いたい。

イ 国民保護 (救 援 )関連対策事業

国民保護 法の 「救援」体制 を整備す るこ とを 目的 として、平成 17年 度

よ り 「国民保護 (救援 )関連対策事業」 をセー フテ ィネ ッ ト支援対策 等事

業費補助金 の事業の対象 としてい る。運用面での実効性 を高 める一助 とし

て積極 的な活用 を図 られ たい。
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(参 考)国民保護 (救援)関連対策事業の概要

○ セーフティネ ッ ト支援対策等事業費補助金 (災 害救助対策等事業 )

(1)実施主体 都道府県、指定都市

(2)補助率  1/2
(3)具体的な内容

国民保護の救援に関するマニュアル作成事業、市町村担当職員研

修会等

国民保護実働訓練について

国と都道府県の共同による国民保護実動訓練については、都道府県の希

望等も踏まえて平成 17年度 より各 自治体で実施 されているところである

が、この うち被災者の救援にかかる訓練費用については、災害救助費等負

担金による補助が可能であるので、ご承知おき願いたい。

(参 考)国民保護実働訓練 (救援)の概要

○ 災害救助費等負担金 (国 民保護訓練経費 )

(1)実施主体 都道府県

(2)補助率  10/10
(3)具体的な内容

被災者の避難、炊き出し、医療などの実働訓練
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連 絡 事 項



1 社会福祉事業功労者に対する厚生労働大臣表彰について

社会福祉事業功労者に対する厚生労働大臣表彰については、社会福祉事業等 に尽力

し、その功績が特に顕著と認められる者に対 し実施 しているところであり、例年、都

道府県、指定都市、中核市におかれては、候補者の推薦、被表彰者への連絡等種々の

御協力を賜つているところである。

平成 23年度の大臣表彰実施要領については、現在見直 しを行つているところであ

り、詳細については後 日通知するとともに、候補者の推薦依頼等を行いたいと考えて

いるので、候補者の功績内容の精査及び氏名の確認等に特段の御協力をお願いする。

なお、推薦調書については、各表彰区分ごとの様式に基づき、平成 23年 7月 末ま

でにご提出いただくよう特段のご協力をお願いしたい。

(参考 )

○ 平成 23年度全国社会福祉大会 日程 (予定)

。開催 日 :平成 23年 11月 18日 (金 )

0場 所 :日 比谷公会堂 (東京都千代田区日比谷公園内)

2 共同募金運動について

共同募金は、地域における民間活動を支える財源として、従来から、中核的な役割

を果たしているが、地域福祉ニーズの一層の顕在化 0多様化にもかかわらず、募金額

は平成 7年度をピークとして減少してきている。

国民運動としての共同募金運動の一層の活性化・推進に向けて、御支援をお願いし

たい。

3 全国福祉事務所長会議について

平成 18年度から開催 してきた 「全国福祉事務所長会議」は、平成 23年度か ら開

催 しないこととしたので、御了知おかれたい。
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厚生労働省
マ●●|′ /11■ 81れ lab■し,″●1賀 ,1■■

平成23年度予算 (案)の概要

社会・援護局 (社会)

平成23年度予算額 (案 )

平成22年 度当初予算額

2兆 6,66

2兆 3,09

3,57
(対前年度伸率 1

91憲円

51憲円

31憲円
5.5%)

差 弓|

ポイント

○ 地域社会の再構築

・被保護者の社会的な居場所づくり支援事業 (新規)

○ 生活保護費負担金 2兆 2,006億 円 → 2兆 5,676億 円

○ 経済連携協定の円滑な実施 (外国人介護福祉士候補者への支援 )

・外国人介護福祉士候補者に対する学習支援の実施 (拡充)

1     円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策関連

| (平成22年度補正予算により既存の緊急雇用対策臨時特例基金に積み増し)

1  1 貧困・困窮者の「絆」再生事業             loo億 円
1

i  2 生活福祉資金貸付の事業の実施に必要な体制整備     500億 円
:

:  3 住宅手当の支給など「『住まい対策』の拡充」の延長実施       i
l                                                                           ・
●                                                                           :

:..由 .._.._● ●―●●‐………‥●●…●●‐●●―●●‐●●‐●●‥●●―●●‐●●‥●●―●●‥●●―●●中●●‐●●‐●●‥
“―●●―●●‐●●―●●‐●●‐̈ ―●●…●●…●●_● ●‥●・‥・・‥●●“"‐●●―●コ
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Ｔ

ユ 地域社会の再構築

呼成2軍風呂曇ど Kヽ鯉 謂鼎籠麒 み増し)|
:

○ 貧困 口困窮者の「絆」再生事業            100億 円    i
「職」と「住まい」を失 うなど支援がなければホーム レスとなるおそれのある

!

方等に対 して、NPO等 民間支援団体と連携 した総合相談や緊急一時宿泊施設の :

提供等により、地域社会への復帰、路上化予防、再路上化防止を図る。    |

○ 生活福祉資金貸付の事業の実施に必要な体制整備    500億 円    |
1

貸金業法の改正により消費者金融からの借入が制限された方等からの相談体制 i

や貸付原資の確保等を行う。                        :
:

○  住 宅 手 当 の 支 給 な ど 「
『 住 ま い 対 策 』 の 拡 充 」 の 延 長 実 施          :

1

て臀醗幕3皇彗蓬露』8藝璽齢馨暮斎璽量2霧冨tf寧議場車撻梨套爆栃事異実|

施期間を平成23年度末まで延長する。 コ

1

arrr.r-r.-r.r..

被保護者の社会的な居場所づくり支援事業 (新規)

【セーフティネット支援対策等事業費補助金200億円の内数】

NPO、 企業、市民等 と行政 とが協働する「新 しい公共」により、社会から孤立し

がちな生活保護受給者への様々な社会経験の機会の提供や、貧困の連鎖を防止するた

めの生活保護世帯の子 どもへの学習支援を行 うなど、生活保護受給者の社会的自立を

支援する取組の推進を図る。

(例 )・ 農作業やものづ くりなどの就労体験を行 う事業を民間企業に委託
・公園の緑化や清掃活動などの社会参加事業を財団・社会福祉法人に委託
0生活保護世帯の子 どもに対 して学ぶ意欲や勉強を教える学習支援事業を

NPO法 人に委託

日常生活 自立支援事業の実施
【セーフティネット支援対策等事業費補助金 200億円の内数】

判断能力が不十分な人々に対し、福祉サービスの利用援助等を行 うことにより、地域
における自立生活の支援を行 う。

3 安心生活創造事業の実施
【セーフティネット支援対策等事業費補助金200億円の内数】

地域 において、一人暮 らし世帯等が孤立せず、安心 して暮 らせ るよ うに基盤支援

(「見守 り」 と「買物支援」)等を行 う。

ひきこもり対策推進事業に係るアウ トリーチの拡充
【セーフティネット支援対策等事業費補助金200億円の内数】

ひきこもり本人又は家族等からの電話、来所相談に対し必要な支援を行う「ひきこも

り地域支援センター」において、より効果的、実践的な支援を行 うためのアウトリーチ

(訪問支援)を拡充し、社会参加を推進する。
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5 社会福祉振興助成費補助金

政策動向や国民ニーズを踏まえ、高齢者・
子どもたちが健やかに安心して成長できるよ
る事業に対し助成を行 う。

20億 円

障害者が自立した生活を送れるよう、また、
う支援することを目的に、民間の倉J意工夫あ

正 な

1 生活保護費

(1)保護費負担金

(2)保護施設事務費負担金

(3)生活保護指導監査委託費

2 自立支援の着実な推進

2兆 5,973億 円

2兆 5,676億円

276億円

21億円

(1)被保護者の社会的な居場所づ くり支援事業 (新規)(再 掲 )

【セーフティネット支援対策等事業費補助金200億円の内数】

(2)自 治体 とハ ローワークの協定に基づ く就労・生活支援 (「福祉か ら就
労」支援事業)             35億 円 (職業安定局で計上)

地方自治体とハローワークが協定を締結し、地方自治体とハローワークの担当者によ
り構成する支援チームが、生活保護受給者、住宅手当受給者、障害者等に対して支援プ
ランを策定し、個別求人開拓や担当者制による職業相談等を実施する。

(3)救護施設の機能を活用 した精神障害者等の地域生活支援対策 (新規 )

救護施設に精神保健福祉士を配置し、精神障害者等の居宅生活に向けた訓練や、居宅
生活に移行した精神障害者等の症状が不安定になった場合等における一時保護入所を実
施することにより、精神障害者等の地域生活への移行及び孤立防止・自殺予防を含めた
居宅生活継続の支援を行う。

1 外国人看護師・介護福祉士受入支援事業の実施 57百 万円

経済連携協定 (EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士候補者を円滑かつ適正に
受け入れるため、介護導入研修を行うとともに受入施設に対する巡回指導 。相談を行う。

2 外 国人介護福祉士候補者に対す る学習支援の実施

(1)外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業の実施 (拡充 )

(事業名を「外国人介護福祉士候補者受入施設日本語習得支援事業」から変更)

【セーフティネット支援対策等事業費補助金200億円の内数】

外国人介護福祉士候補者を受け入れた個々の施設が実施する日本語習得に対する支
援を継続するとともに、支援の対象を候補者の学習全般に拡大する。
(候補者一人当たり定額 (23.5万円以内)を助成)
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(2)外 国人介護福祉士候補者学習支援事業の実施 (拡充 )

(事業名を「日本語定期研修事業」から変更)

129百 万円

受入施設における候補者の継続的な学習を支援するため、日本語習得のための集合

研修に加え、介護福祉士として必要な専門知識・技術や日本の社会保障制度等を学ぶ

集合研修並びに就労 2年 目及び 3年 目の候補者に対する介護分野の専門知識に関する

通信添削指導 (定期的な小テス ト)を実施する。

二雨 福祉・介護人材確保対策の推進

1 福祉・介護サー ビス従事者の確保の推進

(1)福祉・介護人材確保緊急支援事業
【セーフティネット支援対策等事業費補助金200億円の内数】

・ 福祉・介護人材の定着を促進するため、人材定着支援アドバイザーが事業所を巡回
し、従事者に対する相談や事業者への助言を実施する。

・ 実習施設の実習指導レベルの向上を図るため、優良な実習施設を中心とした講習会

等を実施する。

(2)福祉人材確保推進事業
【セーフティネット支援対策等事業費補助金200億円の内数】

福祉・介護従事者の確保を推進するため、都道府県に設置された福祉人材センター

において、求人・求職情報の収集・提供、介護・福祉従事者に対する研修等の事業を

実施する。

2 介護福祉士養成施設等の教員・実習体制の充実等

介護福祉士養成施設等の教員及び実習施設の実習指導者の資質の確保 。向上及び

指導的社会福祉事業従事者の養成等を支援する。
また「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」

における検討結果を踏まえ、介護福祉士養成施設等の教員を対象とした講習会を実施す

る。

(3)中央福祉人材センター運営事業費

(4)福利厚生センター運営事業費

(1)教員講習会事業 (介護福祉士・社会福祉士)

(2)実習指導者特別研修事業 (介護福祉士 “社会福祉士)

(3)社会事業学校経営委託費

(4)社会福祉職員研修センター経営委託費

39百 万円

73百 万円

11百万円

31百 万円

373百 万円

36百 万円
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支V に

1 独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付事業等

① 貸付額

② 福祉貸付事業における貸付条件の改善等

(貸付条件の改善)

・償還期間等の延長
ユニット型特別養護老人ホーム
耐火構造 30年以内 (据置3年以内)、 準耐火構造 25年以内 (据置3年以内)

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス
耐火構造 30年以内 (据置3年以内)、 準耐火構造 20年以内 (据置2年以内)

。一般財源化された老朽施設の改築整備に係る融資率の優遇措置
・木材利用による施設整備及びエネルギー効率が高い設備整備などエコ対策に係る

融資率の優遇措置
。災害時等の一時的な資金需要に対する経営資金の貸付     |
・待機児童の早急な解消を図るための保育所 。放課後児童クラブの整備に係る融資
条件の緩和

・母子生活支援施設の整備に伴せてDV被害者を一時保護するための居室を整備す
る場合の融資率の引き上げ

・障害者グループホーム・ケアホームの融資の相手方の拡大
0地震防災対策特別措置法等に基づき行う改築整備等に係る融資率の引き上げ

(優遇措置の延長)

・アスベス ト対策事業に係る優遇
・老朽民間社会福祉整備計画の延長に伴う無利子貸付
・地すがり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備計画の延長に伴う無
利子貸付

2 社会福祉施設職員等退職手 当共済事業給付費補助金      213億 円

社会福祉施設の職員等が退職した場合に当該退職職員に対し退職手当金を支給するた
めに要する経費を補助する。

3 社会福祉法人新会計基準 (―元化)研修事業 (新規 )

【セーフティネット支援対策等事業費補助金200億円の内数】

社会福祉法人の会計処理基準を一元化することに伴い、その円滑な移行を図るため、
研修会開催経費を補助する。

ヽ

―

ノ

円

円

円

億
億
億

５

６

９

９

２

６

５

３

８
，

１

　

１

２

付

付

貸

貸

祉

療

福

医

ｒ

ｌ

ｔ

-31-



平成 23年度社会・援護局関係主要行事予定<社会関係 >

月 行 事 開催場所 所 管 備 考

4月

5月

生活保護法施行事務監査にかかる生活保護指導職員会議

新任生活保護査察指導員基礎研修会

災害救助担当者全国会議

東京都

東京都

厚生労働省

目立推7_t・

指導監査室

自立推進・

指導監査室

災害救助・

救援対策室

5月 11日 ～ 13日

5月 25日 ～27日

5月 下旬

6月

生活保護担当ケースワーカー全国研修会 東京都 保護課 3月 15日 -17日

7月

8月

生活保護査察指導に関する研究協議会 東京都
自立推進・

指道監杏室
8月 24日 ～26日

9月 第30回全国社会福祉施設経営者大会 富山県富山市 福祉基盤課 9月 29日 ～ 30日

10月

共同募金運動

第36回全国救護施設研究協議大会

第80回全国民生委員児童委員大会

全 国

静岡県浜松市

青森県

総務課

保護課

地域福祉課

10月 ～ 12月

11月 17日 -18日

10月 27日 ～28日

11月

福祉人材確保重点実施期間

全国社会福祉大会

介護の日

第20回全国ボランティアフェスティバルTOKY0

全 国

日比谷公会 堂

全 国

東京都

福祉基盤課

総務課

福祉基盤課

地域福祉課

H月 4日 ～ 17日

H月 18日

11月 11日

11月 12日 ～ 13日

12月

1月

・全国厚生労働関係部局長会議

・社会福祉士・介護福祉士国家試験 (筆記試験)

厚生労働省

全国各会場

厚生労働省

福祉基盤課

1月 中旬

1月 下旬

2月

3月

社会・援護局関係主管課長会議

生活保護関係全国係長会議

介護福祉士国家試験 (実技試験)

厚生労働省

厚生労働省

全国各会場

総務課

保護課

福祉基盤課

3月 上旬

3月 上旬

3月 上旬
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災 害 救 助 法 の 概 要

○ 「災害救助法」 (昭和22年 10月 18日 法律第 118号 )

1 目  的

災害に際して、国が地方公共団体、 日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、
応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護 と社会の秩序の保全を図ること。

2 実施体制

災害救助法による救助は、都道府県知事が行い (法定受託事務)、 市町村長がこれを
補助する。

なお、必要な場合は、救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行 うこととすること
ができる。

3 適用基準

災害救助法による救助は、災害により市町村の人 口に応 じた一定数以上の住家の滅失が
ある場合等 (例 人 口5, 000人未満 住家全壊 30世帯以上)に行 う。

4 救助の種類、程度、方法及び期間
(1)救助の種類

① 避難所、応急仮設住宅の設置  ⑥ 住宅の応急修理
② 食品、飲料水の給与      ⑦ 学用品の給与
③ 被服、寝具等の給与      ⑧ 埋   葬
④ 医療、助産          ⑨ 死体の捜索及び処理
⑤ 被災者の救出         ⑩ 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

(2)救助の程度、方法及び期間
厚生労働大臣が定める基準に従って、都道府県知事が定めるところにより現物で行なう。

5 強制権の発動
災害に際し、迅速な救助の実施を図るため、必要な物資の収容、施設の管理、医療、

土木工事等の関係者に対する従事命令等の強制権が確保されている。

6 経費の支弁及び国庫負担
(1)都 道府県の支弁 :救助に要する費用は、都道府県が支弁
(2)国  庫 負 担 :(1)に より費用が 100万円以上となる場合、その額の都道府県の

普通税収入見込額の割合に応 じ、次により負担
ア 普通税収入見込額の 2/100以 下の部分 50/100
イ 普通税収入見込額の 2/100を こえ 4/100以 下の部分 - 80/100
ウ 普通税収入見込額の 4/100を こえる部分 90/100

7 災害救助基金について

(1)積立義務 (災害救助法第 37条 )

過去 3年 間にお ける都道府県普通税収入額決算額 の平均年額の 5/1000相 当額
(最少額 500万 円)を積み立てる義務が課せ られている。

(2)運 用

災害救助法による救助に要する給与品の事前購入により備蓄物資 とすることができる。
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災 害 救 助 法 適 用 基 準  (同 法 施 行 令 )

1 住家等への被害が生じた場合

(1)区域内の人 口に応 じ次の世帯数以上であること (令第 1条第 1項第 1号、令別表第 1)

(2)当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応 じ①に

示す数以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が、その人口に応 じ②に示す数

以上であること (令第 1条第 1項第 2号、令別表第 2・ 第 3)

(3)当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応 じ次に示す

数以上であつて、当該市町村の区域内の被害世帯数が多数であること

(令第 1条第 1項第 3号前段、令別表第 4)

※ 1 半壊又は半焼 した世帯は、 2世帯をもって滅失 した一の世帯とする

※ 2 床上浸水 した世帯は、 3世帯をもつて滅失 した一の世帯とする

(4)災害が隔絶 した地域に発生したものである等災害にかかつた者の救護を著しく困難と

する厚生労働省令で定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失し

たものであること (令第 1条第 1項第 3号後段)

。 災害にかかつた者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出

に特殊の技術を必要とすること。 (基準省令第 1条 )

2 生命・身体への危害が生 じた場合

多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生 じた場合であつて、厚生

労働省令で定める基準に該当するとき (令第 1条第 1項第 4号 )

。 災害が発生 し又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難 して継続

的に救助を必要 とすること。 (基準省令第 2条第 1号 )

。 災害にかかつた者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出

に特殊の技術を必要 とすること。 (基準省令第 2条第 2号 )
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○都道府県別福祉避難所指定状況

都道府県名 市町村数
指定済

市町村数
指定割合 都道府県名 市町村数

指定済
市町村数

指定割合

1北海道 20 11.2% 25滋 賀 316%

2青 森 40 125% 26京 都 46.2%

3岩 手 34 5 147% 27大 阪 43 24 55.8%

4宮 城 14 400% 28兵 庫 41 56.1%

5秋 田 120% 29奈 良 ●
０ 9 23.1%

6山 形 86% 30和歌山 30 30.0%

7福 島 186% 31鳥 取 15.8%

8茨 城 44 10 22.7% 32島 根 21 4 19.0%

9栃 木 222% 33岡  山 Ｏ
ι 4 14.8%

10群 馬 14.3% 34広 島 23 4 174%

11埼 玉 64 30 46.9% 35山  口 14 73.7%

12千 葉 14 25.9% 36徳 島 24 10 41.7%

13東  京 ′
” 742% 37香 川 17 88.2%

14神奈川 ●
ι 788% 38愛 媛 20 400%

15新 潟 30 40.0% 39高 知 34 8.8%

16富 山 200% 40福 岡 60 30.0%

17石 川 47.4% 41佐 賀 20 350%

18福 井 10 58.8% 42長 崎 21 333%

19山 梨 70、 4% 43熊 本 45 17.8%

2o長 野 364% 44大 分 50.0%

21岐 阜 42 35.7% 45宮 崎 26 4 15.4%

22静  岡 971% 46鹿児島 43 25.6%

23愛 知 474% 47沖 縄 41 390%

24二  重 41.4% 全1日合‐計 1750 595 34.0%

※福祉避難所を 1カ 所以上指定・協定済みの自治体数

福祉避難所の指定状況について (平成 22年 3月 31日現在)
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半 成 22年 度 災 害 救 助 法 適 用 状 況

(平 成 23年 1月 末 現 在 )

※カ ッコ内の数字 は災害救助法の適用 号数

災  害  名 都道府 県 適用 日 適 用 市 町 村

07月 12日 か らの大 雨 広 島県 7月 14日 (4号 )呉 市

(4号 )世羅 郡 世羅 町

07月 15日 の大 雨 山 口県 7月 5日 (1号 )山 陽小 野 田市

07月 16日 の大 雨 広 島県 7月 16日 (4号 )庄原 市

○鹿 児 島県奄 美 地 方 にお

ける大雨災害

鹿児 島県 10月 20日 (4号 )奄美市

(4号 )大 島郡龍郷町

(4号 )大 島郡大和村

○豪雪 新 潟 県 1月 27日

1月 30日

1月 31日

(4号 )長 岡市

(4号 )小 千 谷 市

(4号 )十 日町市

(4号 )魚 沼 市

(4号 )上 越 市

(4号 )東 蒲原 郡 阿賀 町

(4号 )柏 崎 市

(4号 )妙 高 市

(4号 )南 魚 沼 市

計 (延 べ数 ) 4県 16市 町村
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